
  

＜ 資 料 編 ＞ 

Ⅰ 新潟県教育の主な基礎データ 

 
 
 【学校基本調査、高等教育機関調査：R4.5.1 現在】 
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【令和３年度学校保健統計調査】 【学校における教育の情報化の実態等に関する調査：R４.3.1 現在】 

【県教育庁生涯学習推進課調べ：Ｒ３年度調査分】 

〈生涯学習学級・講座等開設数〉 

Number of lifelong learning classes 

<市町村教育委員会開設の学級・講座等 対象別内訳>   

Target audiences of classes offered by the municipalities 

(注)その他の中には、図書館、博物館の活動を含む。 
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【教育委員会所管予算】 151,612 

Board of Education Expenditures 

〔令和４年度一般会計当初予算〕 単位 百万円 １ unit ＝ 1,000,000 yen 

  県予算と教育費  
PREFECTURAL BUDGET AND 

EDUCATIONAL EXPENDITURES 

【教育委員会所管予算の推移】（百万円） 
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＜参考１＞地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)抜粋 

  

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（中略）の管理及び執行の状況に 

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する

とともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有   

する者の知見の活用を図るものとする。 

＜参考２＞教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則 

                            平成20年３月31日 

                                                   新潟県教育委員会規則第11号 

 （趣旨）                                            
第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以

下「法」という｡)第26条の規定に基づき、新潟県教育委員会（以下「教育委員会」という｡)

が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を

定めるものとする。 

 （点検及び評価の対象及び時期） 

第２条 点検及び評価の対象は、法第 21 条各号に掲げる事務及び教育施策上の重要課題とす

る。 

２ 点検及び評価は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について行うものとする。 

 （資料の整理等） 

第３条 点検及び評価に資するため、事務局（法第17条に定める事務局をいう。以下同じ｡)は、

前条第１項に規定する事項について、必要な資料を整理する。 

 （点検及び評価に係る会議等） 

第４条 点検及び評価を行うため、教育委員会は、協議会(新潟県教育委員会会議規則(昭和39

年新潟県教育委員会規則第12号)第９条に定める協議会をいう。以下同じ｡)を開催する。 

２ 法第26条第２項に定める学識経験者の知見を活用するため、事務局は学識経験者から意見

を聴取し、前項に規定する協議会に報告する。 

  （議会報告等） 

第５条 教育委員会は、協議会の検討を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、

これを新潟県議会に提出するとともに、公表する。 

  （庶務） 

第６条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育庁総務課において行う。 

   附 則 

 この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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令和４年度 

 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価 報告書 
      
 

令和５年８月 
 
    編集・発行  新潟県教育委員会 
                              
 
          本報告書についてのお問い合わせ先 
 
             〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4-1 
                  新潟県教育庁総務課企画係 
            Tel   025-280-5587 
           Fax  025-285-3766 
           Mail ngt500010@pref.niigata.lg.jp 


